
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
告

示

〇
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
策
定 

（
地
域
復
興
支
援
課
）　

　

二

〇
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く

　

漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

二

〇
都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧
（
三
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

二

〇
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出 

（
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

 
規

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
一
号

　
　
　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
第
四
十
七
号
イ
中
「
第
六
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
中
ト
を

リ
と
し
、
同
号
ヘ
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、「
取
消
し
」
の
下
に
「
及
び
通

知
」
を
加
え
、
同
号
中
ヘ
を
チ
と
し
、
同
号
ホ
中
「
認
定
計
画
実
施
者
に
対
す
る
変
更
の
認
定
の
申
請
」
を
「
住
宅
の

譲
受
人
の
決
定
等
」
に
改
め
、
同
号
中
ホ
を
ト
と
し
、
ニ
を
ヘ
と
し
、
ハ
を
ホ
と
し
、
同
号
ロ
中
「
第
八
条
及
び
第
九

条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
」
に
、「
変
更
」
を
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
」
に
改
め
、

同
号
中
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

第
六
条
第
三
項
（
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
建
築
主
事
へ
の
通

知
ハ　

第
七
条
（
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
通
知

　

第
十
八
条
第
一
項
中
第
五
十
号
を
第
五
十
一
号
と
し
、
第
四
十
九
号
を
第
五
十
号
と
し
、
第
四
十
八
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

四
十
九　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ　

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定

ロ　

第
五
十
四
条
第
三
項
（
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
建
築
主

事
へ
の
通
知

ハ　

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定

ニ　

第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

ホ　

第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
助
言
及
び
指
導

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
一
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
土
木
部
長
の
建
築
宅
地
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ

と
。

イ　

低
炭
素
建
築
物
の
新
築
等
の
実
施
に
関
す
る
改
善
命
令
（
第
五
十
七
条
）

ロ　

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
の
取
消
し
（
第
五
十
八
条
）

　

別
表
第
一
土
木
部
長
の
住
宅
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
九
号
イ
中
「
認
定
計
画
実
施
者
に
対
す
る
」
を
削
り
、「
第

（1）　 平成25年１月８日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2421号　　 
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十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
認
定
計
画
実
施
者
が
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違

反
し
た
と
き
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
九
土
木
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

四
十
五　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
（
第
五
条
）

　
　

ロ　

建
築
主
事
へ
の
通
知
（
第
六
条
、
第
八
条
）

　
　

ハ　

認
定
の
通
知
（
第
七
条
、
第
八
条
）

　
　

ニ　

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
（
第
八
条
、
第
九
条
）

　
　

ホ　

地
位
の
承
継
の
承
認
（
第
十
条
）

　
　

ヘ　

報
告
の
徴
収
（
第
十
二
条
）

　
　

ト　

住
宅
の
譲
受
人
の
決
定
等
に
関
す
る
改
善
命
令
（
第
十
三
条
）

　
　

チ　

計
画
の
認
定
の
取
消
し
及
び
通
知
（
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）（
第
十
四
条
）

　
　

リ　

助
言
及
び
指
導
（
第
十
五
条
）

　

別
表
第
九
土
木
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
四
十
八
号
を
第
四
十
九
号
と
し
、
第
四
十
七
号
を

第
四
十
八
号
と
し
、
第
四
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四
十
七　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
（
第
五
十
三
条
）

　
　

ロ　

建
築
主
事
へ
の
通
知
（
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
）

　
　

ハ　

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
（
第
五
十
五
条
）

　
　

ニ　

報
告
の
徴
収
（
第
五
十
六
条
）

　
　

ホ　

助
言
及
び
指
導
（
第
五
十
九
条
）

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
一
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
度
地
籍

調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
号

　

平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

法
第
百
二
十
五
条
の
二
に
掲
げ
る
漁
業
（
わ
か
め
養
殖
業
）
の
表
中

「
 

を

 

」　

「
 

に

 

」　

改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
白
石
都
市
計
画
、
角
田
都
市
計
画
、
蔵
王
都
市
計
画
、
大
河
原
都
市
計
画
、
村
田
都
市
計
画
、
柴
田
都

市
計
画
、
川
崎
都
市
計
画
及
び
丸
森
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第2421号　平成25年１月８日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

名　
　

称

白
石
市

大
崎
市

調　
　
　
　

査　
　
　
　

区　
　
　
　

域

福
岡
蔵
本
字
愛
宕
山
等
二
十
七
単
位
区
域

古
川
清
滝
字
向
山
等
四
単
位
区
域

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
矢
本
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
103加

入
区

牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
新
山
浜
の
区
域

牡
鹿
第
１
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
矢
本
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
103加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
石
巻
市
東
部
支
所
の
地
区

宮
城
県
第
104加

入
区

牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
新
山
浜
の
区
域

牡
鹿
第
１
加
入
区



　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　

白
石
都
市
計
画
区
域
、
角
田
都
市
計
画
区
域
、
蔵
王
都
市
計
画
区
域
、
大
河
原
都
市
計
画
区
域
、
村
田
都
市
計
画

区
域
、
柴
田
都
市
計
画
区
域
、
川
崎
都
市
計
画
区
域
及
び
丸
森
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

白
石
都
市
計
画
区
域
、
角
田
都
市
計
画
区
域
、
蔵
王
都
市
計
画
区
域
、
大
河
原
都
市
計
画
区
域
、
村
田
都
市
計
画

区
域
、
柴
田
都
市
計
画
区
域
、
川
崎
都
市
計
画
区
域
及
び
丸
森
都
市
計
画
区
域

三　

縦
覧
場
所

　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
白
石
市
役
所
（
都
市
整
備
課
）、
角
田
市
役
所
（
土
木
課
）、
蔵
王
町
役
場

（
建
設
課
）、
大
河
原
町
役
場
（
地
域
整
備
課
）、
村
田
町
役
場
（
建
設
課
）、
柴
田
町
役
場
（
都
市
建
設
課
）、
川
崎

町
役
場
（
建
設
水
道
課
）
及
び
丸
森
町
役
場
（
建
設
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
か
ら
一
月
二
十
二
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
大
崎
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

大
崎
広
域
都
市
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
種
別
及
び
名
称

　

１　

変
更　

　
　
　

名
称　

三
・
四
・
二
〇
三
号
山
の
神
小
牛
田
停
車
場
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
二
〇
四
号
山
の
神
西
原
線

　
　
　
　
　
　

三
・
五
・
二
〇
五
号
小
牛
田
停
車
場
素
山
線

　

２　

廃
止

　
　
　

名
称　

三
・
六
・
二
〇
九
号
素
山
化
粧
坂
線

三　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

変
更

　
　
�
　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　
　

遠
田
郡
美
里
町
牛
飼
字
清
水
江
、
同
字
斉
ノ
台
、
同
字
義
見
塚
及
び
南
小
牛
田
字
山
の
神
の
各
一
部

　
　
�
　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

遠
田
郡
美
里
町
牛
飼
字
新
町
、
同
字
清
水
江
、
同
字
斉
ノ
台
、
同
字
義
見
塚
、
南
小
牛
田
字
山
の
神
、
同
字

町
浦
、
同
字
中
墫
、
桜
木
町
、
素
山
町
及
び
青
生
字
下
山
沢
の
各
一
部

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

遠
田
郡
美
里
町
素
山
町
の
一
部

四　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
美
里
町
役
場
（
建
設
課
）

五　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
二
日
ま
で

六　

注
意
事
項

　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
栗
原
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

栗
原
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
二
号
源
光
町
田
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
七
号
石
越
駅
四
ッ
谷
線

　
　
　
　
　
　

三
・
五
・
一
七
号
金
成
若
柳
線

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域
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１　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

栗
原
市　

築
館
伊
豆
三
丁
目
、
築
館
字
伊
豆
野
原
及
び
築
館
字
源
光
の
各
一
部

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

栗
原
市　

志
波
姫
堀
口
源
光
、
築
館
源
光
、
同
字
源
光
、
築
館
字
内
沢
、
若
柳
字
川
北
新
町
、
同
字
川
北
堤
下
、

同
字
福
岡
四
ッ
谷
、
同
字
川
北
並
柳
、
同
字
川
北
東
、
同
字
川
北
中
文
字
、
同
字
川
北
新
中
谷
地
及
び

同
字
川
北
埣
柳
の
各
一
部

　
　
　

登
米
市　

石
越
町
南
郷
字
西
門
沖
及
び
同
字
館
前
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
栗
原
市
役
所
（
都
市
計
画
課
）、
登
米
市
役
所
（
住
宅
都
市
整
備
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
二
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土

地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

谷　
　

関　
　

邦　
　

康　
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届
出
者
の
名
称

蔵
王
町
土
地
改
良
区

地
区
名

平
沢

事　
業　
の　
名　
称

農
山
漁
村
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援

交
付
金

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七

日


